
別紙１

主要施策
（節）

施策
（項）

款

目

細事項

・計画の策定指導
・モニタリングの手法指導
・活動事業の指導助言

指標名

指標名

政策
（章）

所管部課名 農林水産部　林務水産課
事業の根拠
（根拠法令）

農林水産業費

≪平成２４年度薩摩川内市事務事業評価表≫ 

事務事業名 環境・生態系保全活動支援事業 担当者 林務水産課　江口勝・瀧津俊二

事項 水産振興費 水産振興費

予算科目
等

施策の
基本方針

漁村地域の振興

総合計画上の
位置づけ

水産業費 水産振興費

 １　事務事業の位置付け（Ｐｌａｎ）

事業の種類

地域力を発揮し産業活力を創出す
るまちづくり

水産業の振興

項

対象
（誰を，何を
対象とする
事業か）

保全活動に取組む団体
（川内市漁協青壮年部）

事業開始年度

会計 一般会計

活動指標
（市として何を行

うか？）

　事業の概要

①「鹿児島県藻場。干潟保全対策協議会が、川内市漁協青壮年部の活動に対して補助（補助率100％）を行うため、同協議会へ本
市が負担金（国１／２　　県１／４　　市１／４）を支出する事業
②磯やけで荒廃した海辺を再生する国の制度事業
③川内市漁協青壮年部は藻場を再生する取組みを行っている（計画づくり、モニタリング、食害（ウニ）生物の除去、母藻の設置等）

　２　事務事業の実施　（Ｄｏ）

事
業
の
内
容

手段
（市がどの
ような活動
をするか） ・ウニの密度管理

母藻の設置

平成２６年度

平成２２年度

・話し合い活動への参加
・モニタリングへの参加
・活動事業への参加

・計画的な活動

最終年度

最終目標値

ソフト事業 建設・整備事業 施設管理 内部管理

1,425 1,325 1,325

43 30 30
157 50 50

20 20
1,225 1,225 1,225

0.40 0.40 0.40

0.40 0.40 0.40

計画どおりに進
んでいる。

計画に基き実施
する。

計画に基き実施
する。

活動初年度で、成
果は見られなかっ
た。

ウニ駆除を行ってい
る4箇所について藻
場を造成する。

藻場の造成ととも
に産卵場としての
機能を作る。

1,425 1,325 1,325

200 100 100

1,225 1,225 1,225

※毎年度、県から市へ事務費として定額（平成２３年度予算額は１００千円）の歳入がある。

財
源
内
訳

意図
（どのような
目的で事業
を行うか）

･稚魚を育む海藻の有無によって将来の生産高は
左右される。この事業で藻場を造成することによっ
て魚類の産卵場を作る。また、バッチ網漁（シラス）
を営む川内市漁協に青壮年部を設立し、若手に藻
場の重要性を認識してもらい、海辺の環境を自ら
が保全する体制を確立する。

項目 単位
平成２２年度

決算

事務事業費

負担金

その他

成果指標
（活動をした上

で，目標となる成
果をどのように設

定するか？）

指標名

1,225 1,225

0.40

要員配置状況

57
130

平成２６年度
見込み

平成２４年度
予算額

20燃料費 20

40
消耗品 140

千円

事務事業費

旅　費

臨時職員等

職員

1,425

経
費
及
び
指
標
の
推
移

国・県支出金

人
嘱託員

1,225 1,225一般財源

千円

・母藻の設置

1,425 1,432

0.40 0.40

最終目標値
・藻場の復活（モニタリング地点の
４箇所）

最終年度 平成２６年度

平成２５年度
見込み

平成２３年度
決算

0.40

1,432

200 100

活動指標の推移
計画どおりに進
んでいる。

計画どおりに進
んでいる。

成果指標の推移
成果といえるほど
の結果ではなかっ
た。

唐浜で徐々に海
藻が増えてきた。

ソフト事業 建設・整備事業 施設管理 内部管理
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（上記選択の理由）
・藻場の復元は水産資源の増加につながり、水揚げを維持するためにも市が関与すべきである。
・壮青年部の育成及び藻場の造成のいずれも市の関与すべき事項である。

　４　事業の改革・改善の方向性　（Ａｃｔｉｏｎ）

有
　
効
　
性

成果の達成度
・川内市漁協壮青年部が活発に活動しており、成果として、藻場の復活が期待できる。

成果の向上余地
（上記選択の理由）
・平成２４年５月現在の藻場繁茂状況を見ると明らかに増えている。

内部評価結果

　３　事業の視点別評価　（Ｃｈｅｃｋ）

妥
　
当
　
性

効
　
率
　
性

事業費の削減余地
（上記選択の理由）
・国の基準に基き実施しており削減の余地はない。

人件費の削減余地
（上記選択の理由）
・協議会とのやりとり、事業主体への指導や助言を行っており、削減の余地がないのが現状である。

対象・手段の妥当性
（上記選択の理由）
・水産資源の回復を図るために必要であり、漁業者が自ら取組むという手段は妥当である。

市が関与すべき妥当性

妥当である 改善の余地はある 妥当でない

市で実施すべき 民間でも可能 民間で実施すべき

削減余地がある 削減余地はない

かなり高い やや高い 低い

かなりある ある程度ある ほとんどない

削減余地がある 削減余地はない

現状のまま継続

見直しの上で継続 縮小移管他の事業と統合拡大 手段の改善

休止 廃止

高い 低い

高い 低い

高い 低い

現状のまま継続

見直しの上で継続 縮小移管他の事業と統合拡大 手段の改善

休止 廃止

外部評価結果のまとめ

有効性　　⇒

妥当性　　⇒
事業の視点別評価

外部評価結果

今後の改革の方向性

効率性　　⇒

内
部
評
価

（
一
次

）

内部評価結果

外
部
評
価

（
二
次

）

今後の改革の方向性

上記方向の理由
・水産資源の回復は、これからの水産業を左右する重要事項なので今後も続ける。また、漁業者が水産資源を守ることの重要
性に対する意識の向上を図るうえからも事業の継続は必要である。

改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画
・この事業は、平成２６年度で終了見込みである。以後の活動をどう継続していくかが課題である。

⇒今後の方向性

⇒今後の方向

現状のまま継続

見直しの上で継続 縮小移管他の事業と統合拡大 手段の改善

休止 廃止

高い 低い

高い 低い

高い 低い

現状のまま継続

見直しの上で継続 縮小移管他の事業と統合拡大 手段の改善

休止 廃止
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環境･生態系保全活動支援事業補足資料 
 
１．事業内容 
 藻場など優れた環境・生態系は、水産資源の保護・培養に重要な役割を果たすだけで

なく、水質浄化などの公益的機能も有しており社会の共通資源であり、その効果は地域

や住民に広く及んでいる。 

近年、各地の藻場が減少するかなで、環境・生態系保全活動支援事業は、漁業者や地域

住民などが行う藻場・干潟などの保全活動を支援する制度として、平成 21年度に新たに

創設された。 
 
２．事業主体及び補助金の流れ 

 
 国    支援 

                鹿児島県藻場・干潟保全対策協議会    
  県    支援  負担金  事務局：鹿児島県水産振興課      
                構成員：県・市・漁協関係者・その他   
       支援 
  市 
                  指導・助言     補助金交付（4,900 千円） 
                            補助率 100％  
    

協定締結   指導・助言  事業主体 
 川内市漁協青壮年部 

 
３．補助対象経費 
 活動の内容として、①計画づくり②モニタリング③保全活動（ウニ駆除･母藻の設置・

海岸清掃等）があり、地域の実情に即した取り組みを行っている。 
 （1）計画づくり 400 千円    （2）モニタリング 500 千円     

（3）保全活動 
・母藻の設置 1,000 千円  ・食害生物の除去 1,500 千円  
・浮遊、堆積物の除去 1,500 千円       事業費合計 4,900 千円  

 
４．負担率 

事業費 ・国（1/2） 4,900 千円×1/2＝2,450 千円 
      ・県（1/4） 4,900 千円×1/4＝1,225 千円 
      ・市（1/4） 4,900 千円×1/4＝1,225 千円 
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５．実施状況 
 

 
６．取組状況 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
         参加状況                ウニの繁殖状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       駆除の状況                  再生の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     海岸清掃の状況                  回収ゴミの状況 

項 目  平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度計画

計画づくり 10 日 延べ 126 人 12 日 延べ 86 人 10 日  30 人 
モニタリング 5 日  延べ 23 人 3 日  延べ 25 人 5 日   60 日 
保全活動 9 日  延べ 218 人 13日 延べ211人 12 日  240 人 
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○視点別評価

　■　妥当性　　⇒

　■　効率性　　⇒

　■　有効性　　⇒

○評価区分

チェック

委員名　　　　　　　　　

事　務　事　業　を　評　価　す　る　際　の　着　眼　点

・社会情勢の変化による目的や対象・手段について見直しの余地はないか

・すでに期待した目的を達成した事業ではないか

・民間で実施する方が，より成果や効率性が高まらないか

・国や県，他の課の事務事業と重複または類似していないか

・市民ニーズを反映しているか（ニーズが薄れていないか）

・事業実施の対象・手段は適切か

・コストに対し，十分な成果があがっているか

・事業継続により成果の向上が期待できるか

・目的に沿って期待通りの成果があるか

・整理・統合できる事業はないか

・他の実施主体を活用し，コスト削減が図れないか

・従事職員数は適切か

・費用対効果は適切か

・更なるコスト削減が図れないか

評　価　の　理　由

事業の視点別評価

・事業規模（予算）を拡大すべきである

・対象範囲を見直す必要がある
拡大

現状のまま継続

外部委員評価作業シート

視　点

区　分

・事業規模（予算）が適切である

・事業内容や実施方法が適切である

妥　当　性

効　率　性

有　効　性

番号：１７ 事務事業名：環境・生態系保全活動支援事業

高い 低い

高い 低い

高い 低い

統合

移管

　外部評価結果のまとめ（行政改革推進委員会の意見）

・他の事務事業と統合すべきである

・事業内容や実施手法を見直す必要がある

・対象範囲を見直す必要がある
縮小

・市民ニーズの再把握が必要である

・他の課・部署へ移管すべきである

・事業規模（予算）を縮小すべきである

■評価■（今後の改革の方向性）

■付記する意見■

見直しの上で継続

廃　　止

今後の改革の方向性

・実施の必要性がない又は低い

・他の事業と重複している

・目的の達成手段として不適切である

・事業効果がない又は低い

・目的の達成状況，社会情勢の変化から，事業実施の必要性・緊急性
がない又は低い。

・市で実施する妥当性がない

休　　止

手段の改善
・業務処理の効率化を図るべきである

・民間で実施した方が効果的・効率的である

⇒今後の方向性

現状のまま継続

見直しの上で継続

縮小他の事業と統合拡大 手段の改善

休止 廃止

移管
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